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第９章  不服申立て 
 

  都市計画法 

 （不服申立て） 

第 50条 第 29条第 1項若しくは第 2項、第 35条の 2第 1項、第 41条第 2項ただし書、第 42条第 1項ただし書若

しくは第 43 条第 1 項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第 81 条第 1

項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。この場合において、不作

為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事に対してすることもできる。 

２ 開発審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、審査請求がされた日（行政不服審査法

（平成二十六年法律第六十八号）第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不

備が補正された日）から 2月以内に、裁決をしなければならない。 

３ 開発審査会は、前項の裁決を行なう場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却

下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を

求めて、公開による口頭審理を行なわなければならない。 

４ 第 1項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第 31条の規定は適用せず、前項の口頭審理につ

いては、同法第 9条第 3項の規定により読み替えられた同法第 31 条第 2項から第 5項までの規定を準用する。 

 

  行政不服審査法 

 （目的等） 

第 1 条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公

正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益

の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。 

２ 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為（以下単に「処分」という。）に関する不服申立てについては、他

の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 

（処分についての審査請求） 

第 2条 行政庁の処分に不服がある者は、第 4条及び第 5条第 2項の定めるところにより、審査請求をすることがで

きる。 

（不作為についての審査請求） 

第 3 条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかか

わらず、行政庁の不作為（法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。）がある場合に

は、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。 

（審査請求をすべき行政庁） 

第 4 条 審査請求は、法律（条例に基づく処分については、条例）に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。 

(1) 処分庁等（処分をした行政庁（以下「処分庁」という。）又は不作為に係る行政庁（以下「不作為庁」という。）

をいう。以下同じ。）に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置

法（平成 11年法律第 89号）第 49条第 1項若しくは第 2項若しくは国家行政組織法（昭和 23年法律第 120号）第
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3 条第 2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等 

（再調査の請求） 

第 5 条 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査

の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をする

ことができる。ただし、当該処分について第 2条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査

請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(1) 当該処分につき再調査の請求をした日（第 61 条において読み替えて準用する第 23 条の規定により不備を補

正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日）の翌日から起算して 3月を経過しても、処分

庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合 

(2)その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合 

（再審査請求） 

第 6 条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審

査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 

２ 再審査請求は、原裁決（再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。）又は

当該処分（以下「原裁決等」という。）を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。 

 

１ 法第 50条の趣旨 

  本条は、開発許可等の処分に関する不服申立てのうち、法第 29 条第 1 項若しくは第 2 項、第 35

条の 2第 1項、第 41条第 2項ただし書、第 42条第１項ただし書若しくは第 43条第 1項の規定に基

づく処分若しくは不作為又は第 81条第 1項の規定に基づく監督処分に不服がある者は、特に第三者

による公正な判断が必要であること、専門的な知識を必要とすること、迅速な処理を要することな

どの趣旨から、専門的な第三者機関である開発審査会に対して審査請求を行うこととしたものです。 

  福島市長が行った第 1項に列挙した処分等については、福島市開発審査会に対して審査請求する

こととなります。 

本法に基づく処分で、本条に規定されているもの以外の処分（法第 37条第 1項、第 45条の規定

に基づく承認等）についての審査請求は、行政不服審査法により開発許可権者（処分庁又は不作為

庁）に対する審査請求を行うことになります（行政不服審査法第４条第１号）。 

  なお、本条に掲げる不作為については、開発審査会に対する審査請求との二者択一で、処分庁に

対する審査請求を行うことができます（行政不服審査法第３条）。 

 

２ 不服審査手続の概要 

（１）不服申立ての当事者となるのは、処分により不利益を被る個人又は法人及び不作為に係る処分

その他の行為の申請をした個人又は法人になります。処分により不利益を被る者には、処分の名

あて人ばかりでなく、第三者も含みますが、当該処分により直接に法律上の権利利益を侵害され

た者に限られます。 

（２）処分についての審査請求は、原則として処分のあったことを知った日の翌日から起算して 3月

以内にしなければならず、処分があった日から 1年を経過したときは、請求することができなく
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なります。しかし、不作為についての不服申立ては期限がありません。 

（３）手続は、書面によって行うことが原則で、審査請求のときは正副 2通提出します。 

（４）審理は、当事者から提出される書面及び処分庁から提出される弁明書等の書面により行われ、

双方の主張を審査庁から交互に送付して反論を求める形で進行します。 

   なお、開発審査会における審査請求についての審理では、公開による口頭審理が行われます。 

   また、審査庁が必要と認める場合には、証拠提出を求め、又は検証することもあります。 

（５）裁決は、書面により行われ、請求期間を経過している等審査請求が不適法である場合は却下さ

れ、主張の根拠に合理性がない等審査請求に理由がない場合には棄却されます。 

   審査請求に理由がある場合には、当該処分の全部又は一部を取消し、又は処分庁に対し、事実

行為の全部又は一部を撤廃すべきことを命じます。 

 

３ 不服申立ての特例 

 

  都市計画法 

 （不服申立て） 

第 51条 第 29条第 1項若しくは第 2項、第 35条の 2第 1項、第 42条第 1項ただし書又は第 43 条第 1項の規定によ

る処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公

害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、審査請求をすることができない。 

 ２ 行政不服審査法第 22条の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の

請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。  

 

  行政不服審査法 

（誤った教示をした場合の救済） 

第 22条 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁を審査請求をすべきとし

て教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、すみやかに、

審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 

２ 前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、すみやかに、これを審査庁となるべき行

政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 

３ 第 1項の処分につき、再調査の請求をすることができない処分につき処分庁が誤って再調査の請求をすることが

できる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、すみやかに、再調査の

請求書（第 61条において読み替えて準用する第 19条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下同

じ。）を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。 

４ 再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった

場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処

分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁

に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人

及び第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する

者に通知しなければならない。 
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５ 前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に 

送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。 

 

本条は、鉱業等との調整に関する事項を理由とする不服審査について規定したものです。 

 不服の理由が、鉱業等との調整に関するものであるときは、開発審査会に対する審査請求ではなく、

公害等調整委員会に裁定の申請をすることとなります。 


